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一　

上
代
の
「
中
宮
」

「
中
宮
」
は
、
日
本
上
代
に
お
い
て
は
そ
の
意
味
と
意
義
に
変
遷
の
認
め
ら

れ
る
語
で
あ
る
。「
中
宮
」
は
元
来
中
国
の
古
代
文
献
に
み
ら
れ
る
語
で
あ
る

が
、
日
本
で
は
、
令
文
、
金
石
文
お
よ
び
『
万
葉
集
』
の
題
詞
等
に
み
ら
れ
、

ま
た
そ
の
多
く
の
例
は
『
続
日
本
紀
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、『
古
事
記
』

『
日
本
書
紀
』『
風
土
記
』
に
は
、
そ
の
用
例
を
見
な
い
。

本
稿
で
は
、
主
と
し
て
『
続
日
本
紀
』
に
あ
ら
わ
れ
た
「
中
宮
」
の
分
析
を

通
し
て
、
そ
の
意
味
と
意
義
を
考
察
す
る
。

『
続
日
本
紀
』
に
は
七
十
五
例
の
「
中
宮
」
お
よ
び
「
中
宮
」
を
含
む
語
を

み
る
こ
と
が
で
き
る
。
次
頁
に
そ
の
例
を
引
く⑴
。

次
頁
の
表
か
ら
『
続
日
本
紀
』
に
お
け
る
「
中
宮
」
は
、
⑴
場
所
を
あ
ら
わ

す
場
合
、
⑵
「
中
宮
」
を
そ
の
居
所
と
す
る
人
を
あ
ら
わ
す
場
合
、
⑶
令
制
に

お
け
る
官
職
名
を
構
成
す
る
場
合
の
三
通
り
の
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。

場
所
を
あ
ら
わ
す
例
は
、
①
～
⑥
、
⑧
～
⑩
、
⑫
～
⑯
、
⑱
、
⑲
、
�
～
�
、

�
、
�
、
�
、
�
、
�
、
�
、
�
～
�
ま
で
の
三
十
例
で
、
こ
の
中
に
は
「
中

宮
院
」
七
例
（
�
、
�
、
�
、
�
～
�
）、「
中
宮
供
養
院
」
⑱
、「
中
宮
閤
門
」

�
、「
中
宮
安
殿
」
�
が
含
ま
れ
、「
中
宮
」
単
独
の
使
用
例
は
二
十
例
で
あ
る
。

人
称
と
し
て
の
例
は
、
�
、
�
、
�
、
�
～
�
の
九
例
で
、
そ
れ
以
外
の
三
十

六
例
は
す
べ
て
中
宮
職
の
官
職
名
を
構
成
す
る
語
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
う
ち
、
記
載
個
所
に
顕
著
な
偏
り
の
み
ら
れ
る
例
は
、
場
所
と
し
て
の
「
中

宮
」
と
、
人
称
と
し
て
の
「
中
宮
」
で
あ
る
。
場
所
と
し
て
の
「
中
宮
」「
中

宮
院
」「
中
宮
供
養
院
」「
中
宮
閤
門
」「
中
宮
安
殿
」
は
、
巻
九
元
正
天
皇
の

養
老
七
（
七
二
三
）
年
正
月
か
ら
巻
二
十
八
称
徳
天
皇
の
神
護
慶
雲
元
（
七
六
七
）

年
ま
で
記
さ
れ
る
の
み
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
降
は
あ
ら
わ
れ
な
い
。「
中
宮
」

単
独
の
例
に
限
れ
ば
、
巻
十
九
孝
謙
天
皇
の
天
平
勝
宝
六
（
七
五
四
）
年
ま
で

の
記
録
し
か
な
い
。
そ
れ
以
降
は
「
中
宮
院
」
と
し
て
主
に
淳
仁
天
皇
の
御
在

所
を
指
す
語
と
し
て
見
え
る
。
そ
の
後
「
中
宮
」
の
語
が
登
場
す
る
の
は
例
�

巻
三
十
六
桓
武
天
皇
の
天
応
元
（
七
八
一
）
年
で
あ
り
、
こ
こ
に
は
「
始
め
て

中
宮
職
を
置
く
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
前
に
も
中
宮
職
の
官
職
名
は
記

さ
れ
て
い
る
の
に
、
こ
の
よ
う
な
表
現
が
取
ら
れ
た
背
景
に
は
、
中
宮
と
中
宮

職
の
意
義
が
、
こ
れ
以
前
の
そ
れ
と
は
一
線
を
画
し
た
も
の
と
な
っ
た
こ
と
が

考
え
ら
れ
る
。
実
際
に
こ
の
後
、『
続
日
本
紀
』
に
場
所
と
し
て
の
「
中
宮
」

は
あ
ら
わ
れ
な
い⑵
。

こ
の
「
中
宮
」
の
語
の
現
れ
方
に
は
、『
続
日
本
紀
』
の
編
纂
過
程
も
関
連

日
本
上
代
の
「
中
宮
」
に
つ
い
て

寺
　
　
田
　
　
恵
　
　
子
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〔
表
一
〕　

続
日
本
紀
の
「
中
宮
」

天
皇
巻

年
月

記
事
（
内
容
）

①
元
正　
　

九
養
老
七
年
正
月

天
皇
御
中
宮
（
正
月
十
日
叙
位
の
場
）

②

養
老
七
年
正
月

饗
四
位
已
下
主
典
已
上
於
中
宮
（
踏
歌
節
会
賜

宴
の
場
）

③

神
亀
元
年
正
月

御
中
宮
宴
五
位
已
上
（
白
馬
節
会
賜
宴
の
場
）

④
聖
武

神
亀
元
年
十
一
月

賜
宴
於
中
宮
（
践
祚
大
嘗
祭
後
の
賜
宴
の
場
）

⑤

　
　

十
神
亀
四
年
二
月

請
僧
六
百
尼
三
百
於
中
宮
（
金
剛
般
若
経
転
読

の
場
）

⑥

神
亀
四
年
十
月

天
皇
御
中
宮
（
皇
子
誕
生
の
た
め
の
大
赦
、
賜

物
の
場
）

⑦

神
亀
四
年
十
月

中
宮
舎
人
（
中
宮
職
所
属
の
舎
人
）

⑧

神
亀
四
年
十
一
月

天
皇
御
中
宮
（
皇
子
誕
生
を
賀
す
上
表
、
奉
献

受
納
の
場
）

⑨

神
亀
五
年
正
月

天
皇
御
中
宮
（
渤
海
使
の
言
上
、
貢
納
品
受
納

の
場
）

⑩

天
平
元
年
正
月

宴
群
臣
及
内
外
命
婦
於
中
宮
（
元
日
朝
賀
後
の

賜
宴
の
場
）

⑪

天
平
元
年
八
月

中
宮
職
舎
人
（
中
宮
職
所
属
の
舎
人
）

⑫

天
平
二
年
九
月

天
皇
御
中
宮
（
渤
海
使
の
貢
納
品
受
納
の
場
）

⑬

十
一
天
平
三
年
正
月

天
皇
御
中
宮
宴
群
臣
（
元
日
賜
宴
の
場
）

⑭

天
平
五
年
正
月

天
皇
御
中
宮
宴
侍
臣
（
元
日
朝
賀
後
の
賜
宴
の

場
）

⑮

天
平
六
年
正
月

天
皇
御
中
宮
宴
侍
臣
（
元
日
朝
賀
後
の
賜
宴
の

場
）

⑯

十
二
天
平
七
年
正
月

天
皇
御
中
宮
宴
侍
臣
（
元
日
朝
賀
後
の
賜
宴
の

場
）

⑰

天
平
九
年
八
月

中
宮
大
夫
兼
右
兵
衛
率
正
四
位
下
橘
宿
禰
佐
為

（
中
宮
職
長
官
）

天
皇
巻

年
月

記
事
（
内
容
）

⑱

天
平
九
年
十
月

躬
担
進
于
中
宮
供
養
院
（
百
官
人
の
薪
貢
進
の

場
）

⑲

天
平
九
年
十
一
月

宴
群
臣
中
宮
（
新
嘗
祭
辰
日
節
会
の
賜
宴
の

場
）

⑳

天
平
九
年
十
二
月

賜
中
宮
職
官
人
六
人
各
有
差
（
中
宮
職
官
人
）

�

十
三
天
平
十
年
正
月

天
皇
御
中
宮
宴
侍
臣
（
元
日
朝
賀
後
の
賜
宴
の

場
）

�

天
平
十
一
年
正
月

天
皇
御
中
宮
（
正
月
十
三
日
叙
位
の
場
）

�

天
平
十
二
年
正
月

天
皇
御
中
宮
（
正
月
十
三
日
叙
位
の
場
）

�

天
平
十
二
年
正
月

天
皇
御
中
宮
閤
門
（
渤
海
使
奏
楽
、
賜
物
の
場
）

�

十
四
天
平
十
四
年
二
月

免
中
宮
職
奴
広
庭
（
中
宮
職
の
官
奴
婢
）

�

十
五
天
平
十
五
年
六
月

従
五
位
下
藤
原
朝
臣
許
勢
麻
呂
爲
中
宮
亮
（
中

宮
職
次
官
）

�

十
六
天
平
十
七
年
五
月

行
幸
平
城
中
宮
院
爲
御
在
所
（
天
皇
御
在
所
）

�

天
平
十
七
年
九
月

平
城
中
宮
請
僧
六
百
人
（
天
皇
病
気
平
癒
の
た

め
の
読
経
）

�
孝
謙

十
七
天
平
勝
宝
元
年
八
月
従
三
位
三
原
王
中
宮
卿
（
中
宮
省
長
官
）

�

十
八
天
平
勝
宝
二
年
五
月
於
中
宮
安
殿
請
僧
一
百
（
仁
王
経
講
説
の
場
）

�

天
平
勝
宝
四
年
七
月
中
宮
卿
正
三
位
三
原
王
薨
（
中
宮
省
長
官
）

�

十
九
天
平
勝
宝
六
年
七
月
太
皇
太
后
崩
於
中
宮
（
藤
原
宮
子
崩
御
の
場
）

�
淳
仁
二
十
二
天
平
宝
字
三
年
七
月
佐
味
朝
臣
虫
麿
爲
中
宮
大
夫
（
中
宮
職
長
官
）

�

天
平
宝
字
三
年
十
月
中
宮
大
夫
従
四
位
下
佐
味
朝
臣
虫
麿
卒
（
中
宮

職
長
官
）

�

二
十
四
天
平
宝
字
六
年
五
月
帝
御
中
宮
院
（
淳
仁
天
皇
御
在
所
）

�

天
平
宝
字
六
年
八
月
侍
于
中
宮
院
、
宣
伝
勅
旨
（
勅
旨
宣
伝
の
場
）

�

天
平
宝
字
七
年
正
月
従
四
位
下
上
道
朝
臣
正
道
爲
中
宮
大
夫
（
中
宮

職
長
官
）
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天
皇
巻

年
月

記
事
（
内
容
）

�

二
十
五
天
平
宝
字
八
年
九
月
収
中
宮
院
鈴
・
印
（
駅
鈴
、
内
印
〔
天
皇
御
璽
〕

の
収
蔵
場
所
）

�

天
平
宝
字
八
年
九
月
及
収
中
宮
院
鈴
・
印
、
遂
起
兵
反
（
駅
鈴
、
内

印
の
収
蔵
場
所
）

�

天
平
宝
字
八
年
十
月
率
兵
数
百
囲
中
宮
院
（
淳
仁
天
皇
御
在
所
）

�
称
徳
二
十
八
神
護
慶
雲

元
年
十
一
月

遣
山
村
王
収
中
宮
院
鈴
・
印
（
駅
鈴
、
内
院
の

収
蔵
場
所
）

�
桓
武
三
十
六
天
応
元
年
五
月

始
置
中
宮
職
（
高
野
新
笠
、
皇
太
夫
人
と
な
り

設
置
）

�

天
応
元
年
五
月

正
四
位
上
大
伴
宿
祢
伯
麻
呂
爲
兼
中
宮
大
夫

（
中
宮
職
長
官
）

�

天
応
元
年
五
月

中
宮
亮
従
五
位
下
大
伴
宿
祢
弟
麻
呂
（
中
宮
職

次
官
）

�

天
応
元
年
五
月

中
宮
小
進
外
従
五
位
下
物
部
多
藝
宿
祢
国
足

（
中
宮
職
官
人
）

�

三
十
七
延
暦
元
年
正
月

中
宮
小
進
外
従
五
位
下
物
部
多
藝
宿
祢
国
足

（
中
宮
職
官
人
）

�

延
暦
元
年
二
月

中
宮
大
夫
兼
衛
門
督
大
伴
宿
祢
伯
麻
呂
薨
（
中

宮
職
長
官
）

�

延
暦
元
年
二
月

歴
左
大
弁
衛
門
督
中
宮
大
夫
（
中
宮
職
長
官
）

�

延
暦
元
年
五
月

正
四
位
下
藤
原
朝
臣
鷹
取
爲
中
宮
大
夫
（
中
宮

職
長
官
）

�

延
暦
元
年
六
月

又
従
四
位
下
紀
朝
臣
家
守
爲
中
宮
大
夫
（
中
宮

職
長
官
）

�

延
暦
元
年
九
月

以
内
匠
頭
正
五
位
下
葛
井
連
道
依
爲
兼
中
宮
亮

（
中
宮
職
次
官
）

�

延
暦
二
年
二
月

外
従
五
位
下
物
部
多
藝
宿
祢
国
足
爲
中
宮
大
進

（
中
宮
職
官
人
）

天
皇
巻

年
月

記
事
（
内
容
）

�

三
十
八
延
暦
三
年
三
月

中
宮
大
夫
内
蔵
頭
従
四
位
上
紀
朝
臣
家
守
（
中

宮
職
長
官
）

�

延
暦
三
年
四
月

参
議
中
宮
大
夫
従
四
位
上
紀
朝
臣
家
守
卒
（
中

宮
職
長
官
）

�

延
暦
三
年
七
月

近
衛
中
将
正
四
位
上
紀
朝
臣
船
守
爲
兼
中
宮
大

夫
（
中
宮
職
長
官
）

�

延
暦
三
年
十
一
月

中
宮
復
留
在
平
城
（
高
野
新
笠
、
天
皇
の
母
）

�

延
暦
三
年
十
一
月

中
宮
皇
后
並
自
平
城
至
（
天
皇
の
母
）

�

延
暦
四
年
正
月

中
宮
大
夫
常
陸
守
如
故
（
中
宮
職
長
官
）

�

延
暦
四
年
十
一
月

近
衛
大
将
従
三
位
兼
中
宮
大
夫
常
陸
守
紀
朝
臣

船
守
（
中
宮
職
長
官
）

�

三
十
九
延
暦
五
年
二
月

中
納
言
従
三
位
石
川
朝
臣
名
足
爲
兼
中
宮
大
夫

（
中
宮
職
長
官
）

�

延
暦
五
年
四
月

従
四
位
上
石
川
朝
臣
豊
人
爲
中
宮
大
夫
（
中
宮

職
長
官
）

�

延
暦
五
年
八
月

中
宮
大
進
従
五
位
下
物
部
多
藝
宿
祢
国
足
（
中

宮
職
官
人
）

�

延
暦
五
年
十
月

正
五
位
下
高
賀
茂
朝
臣
諸
魚
爲
中
宮
亮
（
中
宮

職
官
人
）

�

延
暦
七
年
正
月

有
勅
令
皇
太
子
参
中
宮
（
天
皇
の
母
）

�

延
暦
七
年
二
月

中
宮
大
夫
従
四
位
上
石
川
朝
臣
豊
人
爲
兼
武
蔵

守
（
中
宮
職
長
官
）

�

延
暦
七
年
三
月

中
宮
大
夫
従
四
位
上
兼
民
部
大
輔
攝
津
大
夫
和

気
朝
臣
（
中
宮
職
長
官
）

�

延
暦
七
年
三
月

中
宮
大
夫
武
蔵
守
如
故
（
中
宮
職
長
官
）
※
但

し
、
こ
こ
は
衍

�

延
暦
七
年
六
月

中
宮
大
夫
従
四
位
上
兼
攝
津
大
夫
民
部
大
輔
和

気
清
麻
呂
（
中
宮
職
長
官
）
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す
る
可
能
性
が
あ
る
。『
続
日
本
紀
』
は
、
桓
武
天
皇
の
延
暦
十
三
年
か
ら
十

六
年
に
か
け
て
三
度
に
分
け
て
撰
進
さ
れ
た
と
さ
れ
る⑶
。
延
暦
十
三
年
の
藤
原

継
縄
ら
の
上
表
文
お
よ
び
延
暦
十
六
年
の
菅
野
真
道
ら
の
上
表
文
に
よ
れ
ば
、

淳
仁
天
皇
の
時
代
に
、
文
武
天
皇
か
ら
天
平
宝
字
元
（
七
五
七
）
年
ま
で
の
記

録
が
ま
ず
ま
と
め
ら
れ
た
と
さ
れ
る
。
こ
れ
を
菅
野
真
道
ら
の
上
表
文
で
は

「
所
レ
有
曹
案
卅
巻
」
と
記
し
て
い
る
。
光
仁
天
皇
の
時
代
に
は
石
川
名
足
、
淡

海
三
船
ら
が
そ
れ
以
前
の
記
録
を
修
史
し
、
桓
武
天
皇
の
延
暦
十
三
（
七
九
四
）

年
八
月
に
巻
二
十
一
か
ら
三
十
四
（
淳
仁
天
皇
～
光
仁
天
皇
）
ま
で
が
奏
上
さ

れ
、
次
い
で
巻
三
十
五
か
ら
四
十
ま
で
が
延
暦
十
五
年
ま
で
の
間
に
奏
進
さ
れ

た
。「
曹
案
卅
巻
」（
実
際
に
は
天
平
宝
字
元
年
の
巻
を
欠
く
二
十
九
巻
と
さ
れ

る
）
は
二
十
巻
に
圧
縮
さ
れ
て
巻
一
か
ら
二
十
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
、
先
に
奏

上
さ
れ
て
い
た
巻
二
十
一
か
ら
の
二
十
巻
と
合
わ
せ
て
、
延
暦
十
六
年
二
月
に

四
十
巻
の
史
書
と
し
て
撰
進
さ
れ
た
。

場
所
と
し
て
の
「
中
宮
」
は
巻
二
十
ま
で
の
巻
群
に
、
淳
仁
天
皇
の
御
在
所

と
し
て
の
「
中
宮
院
」
は
一
例
を
除
い
て
巻
二
十
一
か
ら
三
十
四
ま
で
の
巻
群

に
、
ま
た
人
称
と
し
て
の
「
中
宮
」
が
巻
三
十
五
～
四
十
ま
で
の
巻
群
に
し
か

現
れ
て
い
な
い
こ
と
を
み
る
と
、
編
纂
過
程
と
「
中
宮
」
の
意
味
の
変
化
の
関

係
は
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
巻
群
そ
れ
ぞ
れ
の
最
終
編

纂
時
期
は
そ
れ
ほ
ど
隔
た
っ
て
い
な
い
が
、「
中
宮
」
の
語
の
使
わ
れ
方
は
大

き
く
異
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
特
に
続
日
本
紀
前
半
部
の
「
中
宮
」
は
後
半
部

の
「
中
宮
」
と
は
異
な
る
意
義
を
も
っ
て
使
用
さ
れ
た
語
で
あ
り
、
そ
れ
は
、

お
そ
ら
く
は
「
曹
案
卅
巻
」
の
頃
か
ら
引
き
継
が
れ
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
だ

ろ
う
。

ま
ず
前
半
部
の
「
中
宮
」
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

二　

場
所
と
し
て
の
「
中
宮
」

「
中
宮
」
が
ど
の
よ
う
な
場
で
あ
っ
た
か
を
前
記
の
表
一
か
ら
整
理
す
る
と

次
の
よ
う
で
あ
る
。

（
Ａ
）　

叙
位
…
三
例
（
①
、
�
、
�
）

（
Ｂ
）　

賜
宴
…
十
例
（
②
～
④
、
⑩
、
⑬
～
⑯
、
⑲
、
�
）

（
Ｃ
）　

貢
納
品
、
奉
献
受
納
…
三
例
（
⑧
、
⑨
、
⑫
）

（
Ｄ
）　

仏
教
経
典
読
誦
…
二
例
（
⑤
、
�
）

（
Ｅ
）　

大
赦
、
賜
物
…
一
例
（
⑥
）

（
Ｆ
）　

太
皇
太
后
崩
御
…
一
例
（
�
）

（
Ｇ
）　
〔
中
宮
供
養
院
〕
官
人
の
薪
貢
進
…
一
例
（
⑱
）

（
Ｈ
）　
〔
中
宮
閤
門
〕
渤
海
使
奏
楽
…
一
例
（
�
）

（
Ｉ
）　
〔
中
宮
安
殿
〕
仁
王
経
講
説
…
一
例
（
�
）

（
Ｊ
）　
〔
中
宮
院
１
〕
天
皇
御
在
所
…
三
例
（
�
、
�
、
�
）

天
皇
巻

年
月

記
事
（
内
容
）

�

四
十
延
暦
八
年
三
月

百
済
王
仁
貞
爲
中
宮
亮
（
中
宮
職
次
官
）

�

延
暦
八
年
十
二
月

中
宮
不
豫
、
稍
経
旬
日
（
天
皇
の
母
）

�

延
暦
八
年
十
二
月

中
宮
七
々
御
斎
、
当
来
年
二
月
二
十
六
日
（
天

皇
の
母
）

�

延
暦
九
年
十
一
月

中
宮
周
忌
、
当
来
月
二
十
八
日
（
天
皇
の
母
）

�

延
暦
九
年
十
二
月

是
日
、
当
中
宮
周
忌
（
天
皇
の
母
）

�

延
暦
九
年
十
二
月

中
宮
母
家
者
、
是
毛
受
腹
也
（
天
皇
の
母
）

�

延
暦
十
年
五
月

仕
奉
中
宮
周
忌
斎
会
（
天
皇
の
母
）

※
傍
線
筆
者
。
傍
線　
　

は
、
場
所
と
し
て
の
「
中
宮
」、　　

は
、
人
称
と
し
て
の
「
中
宮
」、

　
　

は
、
官
職
名
を
構
成
す
る
「
中
宮
」
を
あ
ら
わ
す
。
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（
Ｋ
）　
〔
中
宮
院
２
〕
駅
鈴
、
内
印
（
天
皇
御
璽
）
の
収
蔵
場
所
…
三
例
（
�
、

�
、
�
）

（
Ｌ
）　
〔
中
宮
院
３
〕
勅
旨
宣
布
…
一
例
（
�
）

右
の
よ
う
に
整
理
す
る
と
、「
中
宮
」「
中
宮
供
養
院
」「
中
宮
閤
門
」「
中
宮
安

殿
」「
中
宮
院
」
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
用
途
に
使
用
さ
れ
て
お
り
、
共
通
性
は

な
い
こ
と
が
わ
か
る
。「
中
宮
」
に
は
「
閤
門
」
が
あ
り
、「
供
養
院
」「
安
殿
」

と
呼
ば
れ
る
施
設
を
そ
の
中
に
含
ん
で
い
た
こ
と
も
推
測
で
き
る⑷
。

ま
ず
「
中
宮
院
」
で
あ
る
が
、
こ
の
語
は
明
ら
か
に
「
中
宮
」
と
は
使
い
分

け
ら
れ
て
い
る
。「
中
宮
院
」
は
、
一
例
が
聖
武
天
皇
の
御
在
所
を
言
い
（
例

�
）、
残
り
六
例
は
す
べ
て
淳
仁
天
皇
の
御
在
所
を
指
す
。
�
の
例
は
、
恭
仁

京
か
ら
平
城
京
に
還
都
し
た
聖
武
天
皇
が
、
御
在
所
と
し
た
場
所
と
し
て
記
さ

れ
る
。「
院
」
は
、
元
来
垣
根
や
塀
に
囲
ま
れ
た
場
所
を
指
す
漢
語
で
あ
る
が
、

続
日
本
紀
の
中
で
は
「
建
物
・
施
設
」
と
し
て
解
釈
で
き
る
語
で
あ
り⑸
、
こ
こ

で
も
「
中
宮
」
の
建
物
ま
た
は
施
設
と
い
う
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
本
来
、
天
皇
の
御
在
所
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
還
都
し
た
ば
か
り
で

あ
っ
た
た
め
こ
の
施
設
を
御
在
所
と
し
た
と
い
う
意
味
で
こ
の
語
が
選
ば
れ
た

の
だ
ろ
う
。
淳
仁
天
皇
の
御
在
所
と
し
て
登
場
す
る
「
中
宮
院
」
も
同
様
に
考

え
ら
れ
る
。
続
日
本
紀
に
は
「
廃
帝
」
と
記
さ
れ
、「
帝
」
と
称
さ
れ
て
ほ
と

ん
ど
「
天
皇
」
と
称
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
淳
仁
天
皇
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、

そ
の
御
在
所
は
本
来
天
皇
の
御
在
所
で
は
な
い
「
中
宮
」
の
「
施
設
」
で
あ
り
、

天
皇
御
璽
の
内
印
も
駅
鈴
も
そ
こ
に
置
か
れ
て
い
た
と
記
さ
れ
る
こ
と
が
、
こ

の
天
皇
の
存
在
に
つ
い
て
の
編
纂
者
の
認
識
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ

れ
る
。

場
所
で
あ
る
「
中
宮
」
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
、
こ
れ
が
元
正
天
皇
、
聖
武

天
皇
、
孝
謙
天
皇
代
に
限
ら
れ
て
現
れ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
そ
の

用
途
で
あ
る
が
、
右
の
（
Ａ
）～（
Ｆ
）
を
見
る
と
、
賜
宴
の
例
が
十
例
と
も
っ

と
も
多
く
、
叙
位
、
貢
納
品
・
奉
献
受
納
、
仏
教
経
典
読
誦
が
こ
れ
に
次
ぐ
。

賜
宴
は
、
元
日
朝
賀
後
や
大
嘗
祭
、
新
嘗
祭
の
賜
宴
で
あ
り
、
叙
位
は
三
例
と

も
正
月
の
叙
位
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
天
皇
が
そ
の
中
心
と
な
る
朝
廷
の
重
要
な

儀
式
で
あ
る
。「
中
宮
」
を
令
の
規
定
通
り
に
解
す
れ
ば
「
皇
后
の
宮
」
で
あ

る
（
後
述
）。
元
正
天
皇
、
孝
謙
天
皇
代
に
は
言
う
ま
で
も
な
く
皇
后
は
い
な
い
。

聖
武
天
皇
の
皇
后
、
藤
原
光
明
子
は
天
平
元
年
八
月
に
立
后
し
た
が
、
翌
九
月

に
は
新
設
の
令
外
官
司
で
あ
る
皇
后
宮
職
が
置
か
れ
て
、
光
明
子
は
皇
后
宮
を

御
在
所
と
し
て
い
た⑹
。
し
た
が
っ
て
「
中
宮
」
は
「
皇
后
宮
」
で
は
な
か
っ
た
。

聖
武
天
皇
の
母
、
藤
原
宮
子
は
聖
武
即
位
と
と
も
に
大
夫
人
と
さ
れ
た
が
、
こ

れ
に
は
公
式
令
の
規
定
に
違
う
と
い
う
長
屋
王
か
ら
の
上
奏
が
あ
っ
て
、
皇
太

夫
人
と
定
め
ら
れ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
っ
た
。
こ
れ
が
中
宮
に
居
住
す
る
資
格

を
得
た
こ
と
に
な
る
か
に
つ
い
て
は
判
断
が
難
し
い
。
ま
た
、
後
述
す
る
よ
う

に
、
少
な
く
と
も
天
平
九
年
ま
で
は
宮
子
は
平
城
宮
内
に
居
住
し
て
い
な
か
っ

た
可
能
性
が
高
い
。
そ
の
上
、
前
記
の
よ
う
な
朝
廷
の
重
要
な
儀
式
を
宮
子
の

宮
で
行
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、「
中
宮
」
は
「
内

裏
」
で
あ
っ
た
と
い
う
説
が
生
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

「
中
宮
」
に
つ
い
て
、
夙
に
関
野
貞
は
「
中
宮
院
若
く
は
中
宮
と
は
恐
く
は

内
裏
を
指
せ
る
な
ら
ん
」
と
「
内
裏
」
を
指
す
語
と
論
じ
た⑺
。
そ
の
後
平
城
宮

の
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
、
進
ん
で
い
く
中
で
「
中
宮
」
と
は
ど
こ
に
比
定
さ
れ

る
の
か
に
つ
い
て
の
議
論
は
深
め
ら
れ
、
数
多
く
の
論
考
が
発
表
さ
れ
て
い
る⑻
。

そ
れ
ら
の
論
は
現
在
、
中
宮
は
内
裏
で
あ
り
、
平
城
宮
の
内
裏
地
区
に
あ
っ
た

と
す
る
説⑼
と
、
中
宮
は
内
裏
で
は
な
く
、
平
城
宮
の
第
一
次
大
極
殿
地
区
に
想

定
で
き
る
と
す
る
説⑽
に
大
き
く
分
け
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
、「
中
宮
」
の
位
置

の
比
定
に
は
踏
み
込
む
こ
と
は
せ
ず
、『
続
日
本
紀
』
等
の
記
述
を
整
理
、
分
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〔
表
二
〕　

続
日
本
紀
の
「
内
裏
（
裡
）」

天
皇
巻

年
月

記
事
（
内
容
）

①
聖
武

九
神
亀
元
年
十
一
月

召
内
裡
、
賜
御
酒
幷
禄
（
大
嘗
祭
後
の
賜
宴
、

賜
禄
）

②

神
亀
三
年
九
月

内
裡
生
玉
棗
（
棗
の
出
生
）

③

十
神
亀
四
年
十
二
月

供
奉
内
裏
（
僧
義
淵
の
供
奉
。
内
裏
内
道
場
を

指
す
か
）

④

天
平
元
年
八
月

喚
入
五
位
及
諸
司
長
官
于
内
裡
（
宣
命
宣
旨
）

⑤

十
一
天
平
三
年
八
月

引
入
諸
司
主
典
已
上
於
内
裏
（
勅
の
宣
伝
）

⑥

十
二
天
平
九
年
二
月

召
五
位
已
上
幷
六
位
已
下
官
人
惣
四
十
五
人
于

内
裏
（
官
人
の
意
見
聴
取
）

⑦

十
四
天
平
十
三
年
正
月

宴
五
位
已
上
於
内
裏
（
恭
仁
京
で
の
元
日
の
賜

宴
）

⑧

十
五
天
平
十
五
年
正
月

宴
群
臣
於
内
裏
（
恭
仁
京
で
の
賜
宴
。
皇
太
子
、

五
節
を
舞
う
。）

⑨

天
平
十
五
年
十
一
月
宴
群
臣
於
内
裏
（
恭
仁
京
）

⑩

十
六
天
平
十
七
年
十
一
月
宴
五
位
已
上
於
内
裏
（
平
城
京
還
幸
直
後
）

⑪

十
七
天
平
二
十
年
正
月

宴
五
位
已
上
於
内
裏
（
元
日
の
賜
宴
）

⑫
孝
謙

十
八
天
平
勝
宝
四
年

閏
三
月

召
遣
唐
使
副
使
已
上
於
内
裏
（
遣
唐
大
使
に
節

刀
授
与
）

⑬

十
九
天
平
勝
宝
六
年
正
月
宴
五
位
已
上
於
内
裏
（
元
日
の
賜
宴
）

⑭
淳
仁
二
十
一
天
平
宝
字
二
年
八
月
図
書
寮
、
掌
持
典
籍
、
供
奉
内
裏
（
図
書
寮
の

職
掌
の
説
明
）

⑮

二
十
二
天
平
宝
字
三
年
正
月
勅
賜
内
裏
女
楽
幷
綿
一
万
屯
（
宮
廷
所
属
の
歌

女
、
舞
姫
を
指
す
）

⑯

天
平
宝
字
四
年
正
月
宴
五
位
已
上
於
内
裏
（
元
日
の
賜
宴
）

⑰
称
徳
二
十
六
天
平
神
護
元
年
二
月
宿
衛
内
裏
（
内
裏
を
宿
直
護
衛
す
る
）

天
皇
巻

年
月

記
事
（
内
容
）

⑱

二
十
九
神
護
慶
雲
二
年
正
月
宴
五
位
已
上
於
内
裏
（
白
馬
節
会
の
賜
宴
）

⑲
光
仁
三
十
二
宝
亀
三
年
正
月

宴
次
侍
従
已
上
於
内
裏
（
元
日
の
賜
宴
）

⑳

宝
亀
四
年
正
月

宴
五
位
已
上
於
内
裏
（
元
日
の
賜
宴
）

�

三
十
三
宝
亀
五
年
正
月

宴
五
位
已
上
於
内
裏
（
元
日
の
賜
宴
）

�

宝
亀
六
年
正
月

宴
五
位
已
上
於
内
裏
（
元
日
の
賜
宴
）

�

宝
亀
六
年
十
月

読
大
般
若
経
於
内
裏
及
朝
堂
（
大
般
若
経
の
読

誦
）

�

三
十
四
宝
亀
八
年
四
月

震
太
政
官
・
内
裏
之
庁
（
太
政
官
と
内
裏
の
建

物
に
落
雷
）

�

宝
亀
八
年
五
月

太
政
官
印
収
於
内
裏
（
太
政
官
印
の
収
蔵
場

所
）

�

宝
亀
八
年
九
月

太
師
押
勝
、
…
（
中
略
）
…
高
臨
内
裏
（
恵
美

押
勝
が
内
裏
に
君
臨
し
た
）

�

三
十
五
宝
亀
九
年
正
月

宴
次
侍
従
已
上
於
内
裏
（
元
日
の
賜
宴
）

�

宝
亀
九
年
正
月

宴
侍
従
五
位
已
上
於
内
裏
（
白
馬
節
会
の
賜

宴
）

�

宝
亀
九
年
三
月

宴
五
位
已
上
於
内
裏
（
曲
水
節
会
の
賜
宴
）

�

宝
亀
九
年
十
月

即
於
内
裏
設
宴
（
唐
の
内
裏
で
の
宴
―
遣
唐
使

の
報
告
）

�

三
十
六
宝
亀
十
一
年
正
月

宴
五
位
已
上
於
内
裏
（
元
日
の
賜
宴
）

�
桓
武

天
応
元
年
九
月

宴
五
位
已
上
於
内
裏
（
賜
宴
）

�

三
十
七
延
暦
元
年
七
月

請
入
内
裏
、
叙
位
大
法
師
（
高
齢
の
僧
を
内
裏

に
招
い
て
大
法
師
を
叙
す
）

�

三
十
八
延
暦
三
年
正
月

宴
五
位
已
上
於
内
裏
（
踏
歌
節
会
の
賜
宴
）

�

延
暦
四
年
正
月

宴
五
位
已
上
於
内
裏
（
元
日
の
賜
宴
）
宴
五
位

已
上
於
内
裏
（
元
日
の
賜
宴
）
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析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
場
所
と
し
て
の
「
中
宮
」
の
機
能
と
意
義
を
把
捉
し

た
い
。「
中
宮
」
は
「
内
裏
」
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
続
日
本
紀
の
中
で
の
「
内

裏
」
を
考
え
る
た
め
に
、「
内
裏
」
の
例
を
引
い
た
。

右
は
、
続
日
本
紀
に
あ
ら
わ
れ
る
「
内
裏
（
裡
）」
の
語
の
全
例
で
あ
る
。

そ
の
用
途
を
以
下
に
分
類
す
る
。

（
ａ
）　

賜
宴
…
二
十
二
例
（
①
、
⑦
～
⑪
、
⑬
、
⑯
、
⑱
～
�
、
�
～
�
、

�
～
�
）

（
ｂ
）　

宣
命
、
勅
の
宣
旨
…
二
例
（
④
、
⑤
）

（
ｃ
）　

賜
物
…
一
例
（
�
）

（
ｄ
）　

遣
唐
使
節
刀
授
与
…
一
例
（
⑫
）

（
ｅ
）　

叙
位
…
一
例
（
�
）

（
ｆ
）　

仏
教
経
典
読
誦
…
一
例
（
�
）

（
ｇ
）　

天
皇
を
指
す
…
一
例
（
�
）

（
ｈ
）　

そ
の
他
（
植
物
生
育
②
、
供
奉
③
、
⑭
、
官
人
意
見
聴
取
⑥
、
宿
衛

⑰
、
落
雷
�
、
印
璽
収
蔵
�
、
恵
美
押
勝
君
臨
�
、
避
け
る
�
）

右
の
例
の
う
ち
も
っ
と
も
多
い
（
ａ
）
賜
宴
は
、「
中
宮
」
の
場
合
と
同
様
に

元
日
の
宴
が
多
く
、
そ
れ
以
外
で
も
ほ
と
ん
ど
が
白
馬
節
会
、
曲
水
の
宴
な
ど

大
切
な
儀
式
の
宴
で
あ
る
。
内
容
も
「
中
宮
」
の
そ
れ
と
近
い
と
言
え
る
。
用

途
に
注
目
す
れ
ば
「
中
宮
」
は
「
内
裏
」
と
近
似
し
た
機
能
を
有
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
内
裏
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
と
い
う
説
に
は
無
理
が
な
い
よ
う

に
み
え
る
。

し
か
し
、
こ
の
説
に
は
今
泉
隆
雄
の
反
論⑾
が
あ
る
。
今
泉
は
、「
中
宮
」
に

は
「
御
中
宮
」
と
い
う
用
例
が
多
く
、
こ
れ
は
天
皇
が
出
御
す
る
こ
と
を
意
味

す
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
天
皇
は
別
の
宮
殿
を
居
所
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
た
め
、
中
宮
は
内
裏
で
は
あ
り
え
な
い
、
と
し
て
こ
の
説
を
退
け
た
。
先
に

引
い
た
表
二
の
「
内
裏
」
の
用
例
を
見
て
も
、
天
皇
が
そ
の
居
所
で
あ
る
内
裏

に
「
御
」
し
た
と
す
る
例
は
一
例
も
な
い
。
一
方
、「
中
宮
」
の
用
例
で
は
「
御

中
宮
」
の
例
は
場
所
と
し
て
の
「
中
宮
」
を
表
す
例
二
十
例
の
う
ち
十
三
例
を

占
め
、
そ
の
ほ
か
「
中
宮
院
」「
中
宮
閤
門
」
に
も
一
例
ず
つ
「
御
」
し
た
例

が
あ
り
、
場
所
と
し
て
の
性
格
の
明
ら
か
な
相
違
を
示
し
て
、
今
泉
の
説
を
裏

付
け
て
い
る
。「
中
宮
」
は
、
そ
の
機
能
に
お
い
て
「
内
裏
」
と
非
常
に
近
似

す
る
も
の
を
持
ち
な
が
ら
、
異
な
る
施
設
で
あ
っ
た
こ
と
が
こ
れ
に
よ
っ
て
認

め
ら
れ
る
。

「
内
裏
」
で
あ
れ
ば
、
そ
の
主
宰
者
は
天
皇
で
あ
る
。
し
か
し
「
内
裏
」
で

な
い
の
な
ら
、「
中
宮
」
の
主
宰
者
に
は
天
皇
以
外
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
続
日
本
紀
の
「
中
宮
」
例
の
う
ち
、
も
っ
と
も
多
く
を
占
め
、
そ
し
て
時

期
や
巻
に
関
わ
り
な
く
使
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、
令
制
の
「
中
宮
職
」
の
役
職

名
を
構
成
す
る
「
中
宮
」
の
語
で
あ
っ
た⑿
。
続
日
本
紀
に
お
け
る
「
中
宮
」
は
、

令
制
の
「
中
宮
」
と
離
し
て
考
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
令
文
の
「
中

宮
」
を
手
が
か
り
と
し
て
考
察
を
進
め
た
い
。

天
皇
巻

年
月

記
事
（
内
容
）

�

三
十
九
延
暦
六
年
三
月

宴
五
位
已
上
於
内
裏
（
三
月
三
日
節
会
の
賜

宴
）

�

四
十
延
暦
八
年
十
月

遂
聞
内
裏
、
召
令
侍
内
豎
所
（
内
裏
は
天
皇
を

指
す
。）

�

延
暦
九
年
六
月

避
内
裏
（
神
今
食
を
諒
闇
の
た
め
に
内
裏
を
避

け
て
行
う
）

�

延
暦
九
年
十
月

於
内
裏
引
見
（
高
齢
の
人
を
内
裏
に
呼
ん
で
衣

服
を
賜
う
）
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三　

令
制
の
「
中
宮
」

令
文
に
み
え
る
「
中
宮
」
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

令
文
の
「
中
宮⒀
」

１
）
職
員
令　
〔
中
宮
職
条
〕
中
宮
職

「
大
夫
一
人
。
掌
。
吐
納
啓
令
。
亮
一
人
。
大
進
一
人
。
少
進
二
人
。

大
属
一
人
。
少
属
二
人
。
舎
人
四
百
人
。
使
部
三
十
人
。
直
丁
三
人
。」

２
）
官
位
令

「
中
宮
大
夫
」
…
従
四
位
の
項
、　
「
中
宮
亮
」
…
従
五
位
の
項
、　
「
中

宮
大
進
」
…
従
六
位
上
の
項
、　
「
中
宮
小
進
」
…
従
六
位
下
の
項
、　

「
中
宮
大
属
」
…
正
八
位
の
項
、　
「
中
宮
少
属
」
…
従
八
位
の
項

３
）
禄
令　
〔
食
封
条
〕

「
中
宮
湯
沐
二
千
戸
。」

４
）
公
式
令　
〔
闕
字
条
〕

「
大
社　

陵
号　

乗
輿　

車
駕　

詔
書　

勅
旨　

明
詔　

聖
化　

天

恩　

慈
旨　

中
宮　

御
〈
謂
、
斥
至
尊
〉　

闕
朝　

朝
庭　

東
宮　

皇
太
子　

殿
下
」

５
）
医
疾
令　
〔
合
和
御
薬
条
〕

「
合
和
御
薬
。
中
務
少
輔
以
上
一
人
。
共
内
薬
正
等
監
視
。
餌
薬
之
日
。

侍
医
先
嘗
。
次
内
薬
正
嘗
。
次
中
務
卿
嘗
。
然
後
進
御
。　

其
中
宮

及
東
宮
准
此
。」

職
員
令
「
中
宮
職
」
に
あ
る
「
吐
納
啓
令
」
は
、「
啓
」
は
皇
太
子
・
三
后
に

上
る
書
で
あ
り
、「
令
」
は
皇
后
・
皇
太
后
・
東
宮
・
親
王
の
命
令
書
を
指
し
、

「
吐
納
」
は
「
出
納
」
を
意
味
す
る
か
ら
、『
律
令⒁
』
頭
注
に
あ
る
よ
う
に
「
皇

后
に
啓
を
納
め
、
皇
后
の
令
を
吐
く
。」
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
禄
令
「
食

封
条
」
の
「
湯
沐
」
は
、
も
と
も
と
中
国
で
天
子
か
ら
諸
侯
に
賜
る
特
定
の
領

地
を
指
す
語⒂
で
、
こ
こ
も
中
宮
に
賜
る
食
封
の
一
つ
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
例
と
、
公
式
令
、
医
疾
令
に
あ
る
「
中
宮
」
の
例
は
、
い
ず
れ
も
そ

の
意
味
と
し
て
「
皇
后
の
宮
」
を
指
し
示
し
て
い
る
。

漢
籍
に
お
け
る
「
中
宮
」
の
語
に
は
い
く
つ
か
の
意
味
が
あ
る
が
、
皇
后
の

宮
を
指
す
例
と
し
て
、『
周
礼
』（
天
官　

内
宰
）
の
「
以
陰
礼
教
六
宮
」
の
注

に
「
…
、
若
今
称
皇
后
、
爲
中
宮⒃
」
と
あ
り
、『
漢
書　

哀
帝
紀
』「
尊
定
陶
太

后
曰
恭
皇
太
后
、
丁
姫
曰
恭
皇
后
、
各
置
左
右
詹
事
、
食
邑
如
長
信
宮
、
中
宮
」

の
師
古
注
に
「
中
宮
、
皇
后
之
宮
」
と
あ
り
、
ま
た
『
漢
書　

霍
光
金
日
磾
傳
』

の
「
椒
房
中
宮
之
重
、」
師
古
注
に
「
椒
房
殿
、
皇
后
所
居⒄
」
と
あ
っ
て
、
皇

后
の
居
所
で
あ
る
宮
殿
の
名
称
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

『
令
義
解
』
職
員
令
、
中
宮
職
条
に
は
「
中
宮　
　

謂
。
皇
后
宮
。
其
太
皇

太
后
、
皇
太
后
宮
。
亦
自
中
宮
也
。」
と
あ
る⒅
か
ら
、
こ
れ
を
勘
案
す
れ
ば
、「
中

宮
」
は
、
皇
后
、
皇
太
后
、
太
皇
太
后
―
い
わ
ゆ
る
三
后
―
の
宮
を
指
す
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
続
日
本
紀
前
半
に
記
さ
れ
る
場
所
と
し
て
の
「
中
宮
」
が
三

后
の
宮
を
指
す
と
す
る
解
釈
は
、
そ
の
実
態
に
即
し
て
可
能
で
あ
ろ
う
か
。

元
正
天
皇
代
に
は
皇
后
は
い
な
い
。
元
正
天
皇
が
「
中
宮
」
に
御
し
た
最
初

の
例
は
養
老
七
年
正
月
で
あ
る
が
、
こ
の
時
、
文
武
天
皇
「
夫
人
」
で
あ
り
、

皇
太
子
の
母
で
あ
っ
た
藤
原
宮
子
は
、
皇
后
で
も
皇
太
后
で
も
な
く
、
令
文
に

よ
れ
ば
、「
中
宮
」
に
は
あ
た
ら
な
い
。
後
宮
職
員
令
は
そ
の
冒
頭
に
天
皇
の

后
妃
の
規
定
を
載
せ
て
お
り
、
そ
れ
に
は
「
妃
二
員　

…
四
品
以
上
。」
と
あ
る
。

品
位
は
親
王
（
内
親
王
）
に
与
え
ら
れ
る
た
め
、「
妃
」
は
皇
女
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
天
皇
の
配
偶
者
の
う
ち
、
皇
后
は
「
妃
」
以
上
の
身
位
を
想
定
さ
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れ
て
い
た
か
ら
、
本
来
皇
后
は
皇
女
で
あ
る
こ
と
を
そ
の
資
格
と
す
る
こ
と
が

定
め
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
し
た
が
っ
て
皇
太
后
も
太
皇
太
后
も
、
原

則
と
し
て
天
皇
の
血
を
引
く
こ
と
を
求
め
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
「
中
宮
」
は
本
来
、
皇
族
の
血
を
引
く
女
性
に
よ
っ
て
主
宰
さ
れ
る
べ
き
宮

で
あ
っ
た
だ
ろ
う⒆
。
元
正
天
皇
の
母
で
あ
る
元
明
太
上
天
皇
は
、
天
智
天
皇
皇

女
で
あ
っ
た
。
夫
で
あ
っ
た
草
壁
皇
子
が
皇
太
子
の
ま
ま
薨
去
し
た
た
め
立
后

は
し
て
い
な
い
が
、
皇
子
の
文
武
天
皇
が
即
位
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
皇
太
后
の

立
場
に
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
慶
雲
四
年
四
月
に
草
壁
皇
子
の
忌
日
を
国

忌
と
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
草
壁
皇
子
が
天
皇
に
準
ず
る
立
場
と
さ
れ
た
た

め
、
皇
后
に
準
ず
る
立
場
も
得
て
い
た
こ
と
が
想
定
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
令

制
に
お
い
て
は
、
元
明
天
皇
は
中
宮
を
主
宰
す
る
こ
と
が
可
能
な
立
場
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
元
明
太
上
天
皇
は
養
老
五
年
十
二
月
に
崩
御
し
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
養
老
七
年
の
時
点
で
三
后
に
該
当
す
る
人
物
は
い
な
い
。

一
方
、
聖
武
天
皇
代
の
「
中
宮
」
の
主
宰
者
は
誰
か
。
聖
武
天
皇
代
に
皇
后

は
存
在
し
た
が
、
前
述
の
よ
う
に
「
中
宮
」
を
居
所
と
し
て
い
た
の
は
皇
后
で

は
な
い
。
ま
た
、
皇
太
夫
人
で
あ
っ
た
宮
子
は
、
続
日
本
紀
の
記
事
に
よ
れ
ば
、

少
な
く
と
も
天
平
九
年
ま
で
は
平
城
宮
内
に
居
住
し
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
続
日
本
紀
天
平
九
年
十
二
月
二
十
七
日
記
に
は
「
是
日
、
皇
太
夫
人
藤

原
氏
、
就
皇
后
宮
、
見
僧
正
玄
昉
法
師
。
天
皇
亦
幸
皇
后
宮
。
皇
太
夫
人
、
爲

沈
幽
憂
、
久
廃
人
事
、
自
誕
天
皇
、
未
曾
相
見
。
法
師
一
看
、
慧
然
開
晤
。
至

是
、
適
与
天
皇
相
見
。」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
皇
太
夫
人
で
あ
っ
た
宮
子
が
、

光
明
子
の
皇
后
宮
で
僧
正
玄
昉
に
会
っ
て
そ
れ
ま
で
の
病
が
癒
え
、
誕
生
以
来

一
度
も
会
っ
て
い
な
か
っ
た
聖
武
天
皇
に
初
め
て
ま
み
え
た
、
と
い
う
記
事
で

あ
る
。
こ
こ
に
は
、
宮
子
が
玄
昉
に
会
う
た
め
に
皇
后
宮
に
出
向
い
た
と
あ
る

が
、
こ
の
時
玄
昉
は
内
裏
内
の
道
場
に
い
た
と
す
る
続
日
本
紀
の
記
事
が
あ
る
。

「
以
玄
昉
法
師
爲
僧
正
。」（
天
平
八
年
八
月
）、

「
尊
爲
僧
正
、
安
置
内
道
場
」（
天
平
十
八
年
六
月
…
玄
昉
卒
伝
）

「
内
道
場
」
は
宮
中
の
仏
殿
を
指
す
の
で
、
玄
昉
は
天
平
八
年
八
月
に
僧
正
に

任
命
さ
れ
て
宮
中
の
仏
殿
に
居
た
こ
と
に
な
る
。
皇
后
宮
は
も
と
の
藤
原
不
比

等
邸
で
あ
っ
た
か
ら
、
も
し
も
宮
子
が
中
宮
に
居
住
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、

わ
ざ
わ
ざ
皇
后
宮
ま
で
出
向
い
て
い
く
必
要
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
幽
憂

に
沈
み
、
長
ら
く
人
事
を
廃
し
て
い
た
宮
子
は
、
平
城
宮
内
で
は
な
い
ど
こ
か

に
居
住
し
て
お
り
、
こ
の
時
、
皇
后
宮
に
来
て
玄
昉
に
会
っ
て
正
気
を
取
り
戻

し
、
聖
武
天
皇
は
生
ま
れ
て
初
め
て
母
と
会
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
少
な
く
と
も
天
平
九
年
十
二
月
ま
で
は
「
中
宮
」
を
主
宰
し
て

い
た
の
は
宮
子
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
但
し
、
中
宮
職
官
人
に
つ
い
て
み
れ

ば
、
先
に
引
い
た
天
平
九
年
十
二
月
の
記
事
の
後
に
、「
中
宮
職
官
人
」
六
名

に
位
を
賜
っ
た
と
記
さ
れ
て
お
り
、
宮
子
の
回
復
が
中
宮
職
の
功
績
と
さ
れ
て

い
て
、
宮
子
に
付
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
記
事
に
よ
っ
て
、
こ
の
時

期
の
中
宮
職
は
皇
太
夫
人
宮
子
の
た
め
の
官
司
と
す
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る

が
、
舎
人
四
百
人
を
擁
す
る
こ
の
官
司
が
宮
子
だ
け
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た

か
に
つ
い
て
は
検
討
を
要
し
よ
う
。

阿
部
義
平
は
、「
中
宮
」
が
元
明
・
元
正
帝
の
御
在
所
で
あ
っ
た
す
る⒇
。
元

明
天
皇
は
、
先
に
み
た
よ
う
に
令
制
か
ら
見
て
も
「
中
宮
」
を
そ
の
居
所
と
す

る
資
格
は
充
分
に
あ
る
。
元
正
天
皇
は
皇
后
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
元
正

天
皇
が
甥
で
あ
る
聖
武
天
皇
を
指
し
て
「
吾
が
子
み
ま
し
王
」（
宣
命
第
五
詔
）、

「
我
子
天
皇
」（
宣
命
第
十
詔
）
と
呼
び
、
ま
た
元
明
天
皇
が
孫
で
あ
る
聖
武
天

皇
を
「
我
が
児
我
が
王
」（
宣
命
第
七
詔
）
と
呼
ぶ
よ
う
に
、
元
明
天
皇
、
元

正
天
皇
と
聖
武
天
皇
と
の
間
に
は
擬
制
的
な
母
子
関
係
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
し
た
が
っ
て
元
正
太
上
天
皇
は
太
上
天
皇
で
あ
り
な
が
ら
、
皇
太
后
に
準
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ず
る
立
場
も
有
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
血
筋
か
ら
み
て
も
皇
女
で
あ
っ
て
「
中

宮
」
を
そ
の
居
所
と
す
る
に
十
分
な
資
格
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た

『
万
葉
集
』
巻
十
七
の
題
詞
に
は
、
元
正
天
皇
の
御
在
所
と
し
て
「
中
宮
西
院
」

が
記
さ
れ
て
い
る
。

「
天
平
十
八
年
正
月
、
白
雪
多
零
、
積
地
数
寸
也
。
於
時
左
大
臣
橘
卿
、

率
大
納
言
藤
原
豊
成
朝
臣
及
諸
王
諸
臣
等
、
参
入
太
上
天
皇
御
在
所　
中

宮
西
院　

、
供
奉
掃
雪
。
於
是
降
詔
、
大
臣
参
議
幷
諸
王
者
、
令
侍
于
大

殿
上
、
諸
卿
大
夫
者
、
令
侍
南
細
殿
而
、
則
賜
酒
肆
宴
。
…
」

�

（『
万
葉
集
』
巻
十
七
・
三
九
二
二
～
三
九
二
五
番
歌
題
詞�
）

こ
の
太
上
天
皇
は
元
正
天
皇
を
指
す
か
ら
、
天
平
十
八
年
の
時
点
で
元
正
天
皇

は
「
中
宮
西
院
」
を
御
在
所
と
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

こ
れ
ら
を
考
察
す
る
と
、「
中
宮
」
を
御
在
所
と
し
て
い
た
の
は
、
阿
部
義

平
の
指
摘
す
る
通
り
元
明
天
皇
と
元
正
天
皇
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
も
っ

と
も
蓋
然
性
が
高
い
。
中
宮
職
は
元
明
・
元
正
天
皇
に
も
仕
え
て
い
た
と
み
て

よ
い
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、「
中
宮
職
」
の
官
人
の
早
い
時
期
の
記
載
例
が

万
葉
集
の
書
入
れ
に
あ
る
。『
万
葉
集
』
の
西
本
願
寺
本
、
細
井
本
、
温
古
堂
本
、

京
都
大
学
本
の
巻
一
・
六
二
番
歌
題
詞
の
余
白
に
あ
る
朱
の
書
入
れ
が
そ
れ
で

あ
り
、
前
記
の
四
写
本
に
大
き
な
異
同
は
な
い
よ
う
だ�
。
以
下
は
西
本
願
寺
本

の
書
入
れ
で
あ
る�
。

「
國
史
云
大
寶
元
年
正
月
遣
唐
使
民
部
卿
粟
田
真
人
朝
臣
已
下
百
六
十
人

乗
舩
五
隻
小
商
監
従
七
位
下
中
宮
少
進
美
奴
連
岡
麿
云
々
」

こ
れ
は
、
題
詞
「
三
野
連　

名
闕　

入
唐
時
春
日
蔵
首
老
作
歌
」
へ
の
書
入
れ

で
、
三
野
連
の
名
が
判
明
し
な
い
の
で
、
そ
れ
に
対
し
て
説
明
し
て
い
る
も
の

で
あ
る
。
西
本
願
寺
本
以
下
の
四
本
は
い
ず
れ
も
仙
覚
系
統
の
新
点
本
で
あ
る
。

ま
た
「
中
宮
少
進
」
は
養
老
令
で
は
従
六
位
下
相
当
の
職
位
で
あ
る
の
に
「
従

七
位
下
」
と
記
さ
れ
て
不
審
な
点
も
あ
る
。
し
か
し
、
大
宝
元
年
正
月
に
粟
田

真
人
を
筆
頭
と
す
る
遣
唐
使
使
節
が
任
命
さ
れ
た
こ
と
は
『
続
日
本
紀
』
の
記

事
と
も
一
致
し
て
お
り
、
こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
「
中
宮
少
進
」
は
中
宮
職
の

古
い
例
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
大
宝
令
が
施
行
さ
れ
た
の
は
こ
の
年
の

三
月
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
中
宮
職
は
浄
御
原
令
か
ら
定
め
ら
れ
て
い

た
と
考
え
う
る
。
こ
の
時
の
中
宮
職
は
誰
に
仕
え
て
い
た
の
か
。
文
武
天
皇
の

妻
の
中
で
は
「
夫
人
」
宮
子
が
も
っ
と
も
身
分
が
高
か
っ
た
が
皇
后
で
は
な

か
っ
た
。
こ
の
時
、
後
の
元
明
天
皇
、
阿
閇
皇
女
は
皇
太
后
で
あ
り
、
持
統
太

上
天
皇
は
太
皇
太
后
で
も
あ
っ
た
か
ら
、
こ
の
時
の
中
宮
職
は
、
そ
の
ど
ち
ら

か
、
あ
る
い
は
両
者
に
仕
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
例
か
ら
見
て
、
元

明
・
元
正
に
中
宮
職
が
仕
え
る
こ
と
は
あ
り
得
た
こ
と
が
わ
か
る
。「
中
宮
」

は
元
明
・
元
正
が
そ
の
御
在
所
と
し
て
お
り
、
中
宮
職
は
こ
の
「
中
宮
」
に
も

仕
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

元
正
天
皇
は
霊
亀
元
（
七
一
五
）
年
九
月
に
即
位
し
て
神
亀
元
（
七
二
四
）
年

二
月
に
譲
位
す
る
。
元
明
太
上
天
皇
崩
御
は
養
老
五
年
十
二
月
で
あ
り
、
譲
位

後
ど
こ
を
御
在
所
と
し
た
か
に
つ
い
て
は
記
載
が
な
い
。
元
正
天
皇
が
「
中
宮
」

に
出
御
し
た
初
例
は
養
老
七
年
正
月
で
あ
る
か
ら
、
も
し
も
元
明
太
上
天
皇
の

御
在
所
が
「
中
宮
」
だ
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
元
正
は
一
年
一
か
月
ほ
ど
前
ま
で

母
が
御
在
所
と
し
て
い
た
宮
に
臨
御
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
そ
れ
ほ
ど
奇

異
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
神
亀
元
年
に
聖
武
天
皇
が
即
位
し
て

か
ら
は
「
中
宮
」
は
元
正
太
上
天
皇
の
御
在
所
と
な
り
、
中
宮
職
は
元
正
に
も

仕
え
た
と
考
え
れ
ば
、
そ
の
「
中
宮
」
が
内
裏
に
準
ず
る
用
途
を
も
っ
て
記
さ

れ
る
こ
と
に
不
自
然
は
生
じ
な
い
。
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四　
「
中
宮
」
の
意
義

漢
語
と
し
て
の
「
中
宮
」
は
、
前
記
の
『
周
礼
』『
漢
書
』
の
よ
う
に
皇
后

の
宮
の
名
称
を
示
す
が
、
そ
れ
以
外
に
も
い
く
つ
か
の
意
味
を
有
し
て
い
る
。

皇
后
の
宮
以
外
の
「
中
宮
」
の
意
味
の
う
ち
、
上
代
の
日
本
に
と
っ
て
特
に
重

要
で
あ
っ
た
の
は
、
こ
の
語
が
北
極
星
を
指
す
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

『
史
記
』
天
官
書�
に
は
、
そ
の
冒
頭
に
「
中
宮
天
極
星
、
其
一
明
者
、
太
一

常
居
也
」
と
あ
り
、
そ
の
索
隠
に
は
『
春
秋
緯
』
文
耀
鉤
の
「
中
宮
大
帝
、
其

精
北
極
星
」
が
引
か
れ
て
あ
る
。
ま
た
、『
史
記
』
と
関
連
深
い
『
漢
書
』
天

文
志
に
も
同
様
の
記
事
が
あ
る�
。
こ
の
「
中
宮
大
帝
」
と
呼
ば
れ
る
北
極
星
の

神
格
は
、『
春
秋
緯
』
合
誠
図
、『
晋
書
』
天
文
志
、『
弁
正
論
』
な
ど
で
「
天

皇
大
帝
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
日
本
の
「
天
皇
号
」
の
典
拠
と
な
っ
た

こ
と
は
津
田
左
右
吉�
を
始
め
と
し
て
多
く
の
先
学
諸
氏
が
説
い
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
り
、
筆
者
も
こ
れ
に
つ
い
て
ま
と
め
た
こ
と
が
あ
る�
。

「
中
宮
」
は
皇
后
の
宮
で
あ
る
と
と
も
に
、
天
皇
を
意
味
す
る
語
で
あ
っ
た
。

こ
の
二
つ
の
意
味
は
、
皇
后
が
天
子
に
な
る
例
を
ほ
と
ん
ど
持
た
な
い
中
国
に

お
い
て
は
ま
っ
た
く
別
個
に
考
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

し
か
し
、
中
川
ゆ
か
り
が
論
じ
る
よ
う
に�
、
皇
后
が
天
皇
に
な
る
可
能
性
が
あ

り
、
そ
の
た
め
に
令
文
の
中
に
妃
は
皇
女
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
つ
ま
り
皇

后
は
皇
女
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
独
自
の
規
定
を
定
め
た
日
本
に
と
っ

て
は
、「
中
宮
」
の
意
味
と
し
て
の
「
天
皇
」
と
「
皇
后
」
は
同
時
に
存
在
し

得
る
概
念
で
あ
っ
た
ろ
う
。「
中
宮
」
は
、
天
皇
で
あ
る
と
と
も
に
（
準
）
皇

太
后
で
あ
っ
た
元
明
、
元
正
太
上
天
皇
が
そ
の
御
在
所
と
す
る
の
に
適
う
宮
の

名
称
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。

元
正
天
皇
が
「
中
宮
」
に
臨
御
し
た
と
き
、
天
皇
は
亡
き
母
元
明
太
上
天
皇

の
宮
に
て
叙
位
を
行
い
、
宴
を
主
催
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
「
中
宮
」
が
近
い

将
来
に
実
現
す
る
自
ら
の
譲
位
に
と
も
な
っ
て
自
分
の
居
所
と
な
る
こ
と
も
意

識
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

聖
武
天
皇
は
、
元
正
太
上
天
皇
の
宮
で
あ
る
「
中
宮
」
に
お
い
て
、
太
上
天

皇
と
と
も
に
多
く
の
儀
式
に
臨
ん
だ
の
で
は
な
い
か
。
続
日
本
紀
に
お
い
て
は
、

聖
武
天
皇
と
元
正
天
皇
の
結
び
つ
き
の
深
さ
を
あ
ら
わ
す
記
事
は
多
い
。
元
正

天
皇
代
に
は
、
十
九
歳
の
皇
太
子
は
「
始
め
て
朝
政
を
聴
」（
養
老
三
年
六
月
）

き
、
ま
た
天
皇
か
ら
は
舎
人
親
王
・
新
田
部
親
王
に
皇
太
子
輔
佐
を
命
じ
る
詔

（
養
老
三
年
十
月
）
も
出
さ
れ
る
。
聖
武
天
皇
の
御
代
で
は
、
聖
武
天
皇
即
位

の
宣
命
（
第
五
詔　

神
亀
元
年
二
月
）
に
元
正
の
詔
が
引
用
さ
れ
、
天
平
十
一

年
三
月
に
は
共
に
甕
原
離
宮
に
行
幸
し
、
恭
仁
京
に
太
上
天
皇
が
移
御
し
た
時

に
は
聖
武
天
皇
み
ず
か
ら
泉
河
の
ほ
と
り
ま
で
出
迎
え
た
。
天
平
十
五
年
五
月

に
恭
仁
京
で
皇
太
子
阿
倍
内
親
王
が
舞
っ
た
五
節
の
舞
は
、
聖
武
天
皇
か
ら
元

正
太
上
天
皇
に
奉
献
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。「
中
宮
」
に
御
し
た
聖
武
天
皇

が
、
元
正
太
上
天
皇
と
と
も
に
宴
や
儀
式
に
臨
ん
だ
こ
と
は
自
然
な
こ
と
の
よ

う
に
も
思
わ
れ
る
。

天
平
二
十
（
七
四
八
）
年
四
月
、
元
正
太
上
天
皇
は
崩
御
す
る
。
そ
れ
を
待
っ

て
い
た
か
の
よ
う
に
翌
天
平
勝
宝
元
（
七
四
九
）
年
七
月
聖
武
天
皇
は
譲
位
す

る
。
聖
武
天
皇
と
元
正
天
皇
の
あ
り
方
は
、
ま
る
で
古
代
ヒ
メ
ヒ
コ
制
の
名
残

り
を
見
る
よ
う
で
も
あ
る
。

孝
謙
天
皇
が
即
位
す
る
と
と
も
に
、
藤
原
宮
子
は
皇
太
夫
人
か
ら
太
皇
太
后

の
地
位�
に
の
ぼ
っ
た
。
こ
う
し
て
初
め
て
宮
子
は
「
中
宮
」
に
君
臨
す
る
資
格

を
得
た
の
で
は
な
い
か
。
翌
八
月
「
中
宮
卿
」
に
三
原
王
が
任
命
さ
れ
る
。「
中

宮
職
」
の
長
官
は
「
中
宮
大
夫
」
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
「
卿
」
と
さ
れ
て
い
る

の
は
「
中
宮
職
」
が
「
中
宮
省
」
に
昇
格
し
た
こ
と
を
表
し
て
い
る�
。
こ
れ
は
、
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同
時
期
に
光
明
子
の
皇
后
宮
職
が
紫
微
中
台
に
昇
格
し
た
こ
と
と
合
わ
せ
て
、

孝
謙
天
皇
の
後
見
と
し
て
の
光
明
子
と
藤
原
仲
麻
呂
の
権
力
集
中
政
策
の
一
環

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。「
紫
微
」
は
一
般
的
に
は
玄
宗
皇
帝
の
紫
微
省
（
中
書

省
）
に
倣
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
原
義
は
「
中
宮
」
と
同
じ
く
中
国
古
代
天

文
学
に
お
け
る
天
帝
の
居
所
で
あ
る
天
の
北
極
を
意
味
す
る�
。
皇
族
の
血
を
ひ

か
な
い
皇
太
后
で
あ
り
、
太
皇
太
后
で
あ
る
光
明
子
と
宮
子
で
あ
っ
た
か
ら
こ

そ
、
そ
の
宮
号
に
、
天
帝
の
居
所
で
あ
る
「
紫
微
」「
中
宮
」
の
名
を
持
ち
、

他
の
上
位
に
立
つ
官
司
を
あ
て
て
、
権
威
の
保
障
を
図
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

紫
微
中
台
、
中
宮
省
と
も
に
光
明
子
、
宮
子
の
崩
御
と
と
も
に
消
滅
し
、
皇
后

の
宮
は
皇
后
宮
職
、
皇
太
后
の
宮
は
中
宮
職
の
管
轄
に
戻
っ
た
。
し
か
し
、
そ

の
内
実
は
変
化
し
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
光
明
子
、
宮
子
以
後
、
奈
良
時

代
を
通
じ
て
皇
女
の
皇
后
、
皇
太
后
は
も
は
や
現
れ
ず
、
令
文
に
反
し
て
臣
下

出
身
の
皇
后
、
皇
太
后
が
相
次
ぐ
か
ら
で
あ
る
。

場
所
と
し
て
の
「
中
宮
」
は
、
天
平
勝
宝
六
年
七
月
の
宮
子
崩
御
の
記
事
と

と
も
に
姿
を
消
す
。
し
か
し
、「
中
宮
」
に
天
皇
が
出
御
し
て
重
要
な
行
事
に

臨
む
と
い
う
記
事
が
絶
え
た
の
は
、
元
正
太
上
天
皇
崩
御
の
後
で
あ
る
。「
中

宮
」
が
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
天
皇
出
御
の
場
と
し
て
の
「
中
宮
」
が
、

皇
室
の
血
を
引
く
主
宰
者
を
な
く
す
と
と
も
に
、
そ
の
機
能
を
失
っ
た
の
だ
と

考
え
ら
れ
る
。

五　

人
称
と
し
て
の
「
中
宮
」 

　
　
　

―
ま
と
め
に
か
え
て
―

『
続
日
本
紀
』
の
中
で
、
人
称
と
し
て
の
「
中
宮
」
が
あ
ら
わ
れ
る
の
は
、

先
に
見
た
よ
う
に
巻
三
十
八
（
表
一　

�
）
延
暦
三
年
十
一
月
の
記
事
を
嚆
矢

と
し
、
そ
の
九
例
は
す
べ
て
桓
武
天
皇
の
母
、
高
野
新
笠
を
指
す
。
長
岡
京
遷

都
も
ま
た
延
暦
三
年
十
一
月
で
あ
っ
た
か
ら
、
続
日
本
紀
の
中
で
は
長
岡
京
へ

の
遷
都
と
前
後
し
て
人
称
―
身
位
の
称
と
し
て
の
「
中
宮
」
は
現
れ
始
め
る
と

も
言
え
る
。
し
か
し
、
金
石
文
を
見
る
と
、
そ
の
使
用
は
こ
れ
よ
り
や
や
早
い

よ
う
で
あ
る
。

金
石
文
に
み
ら
れ
る
「
中
宮�
」

〔
イ
〕
金
剛
弥
勒
菩
薩
造
像
記　
○
河
内
野
中
寺
所
蔵

「
丙
寅
年
四
月
大
旧
（
朔
？
）
八
日
癸
卯
開
記
橘
（
栢
？
）
寺
智
識
之
等

詣
中
宮
天
皇
大
御
身
労
坐
之
時
誓
願
之
奉
弥
勒
御
像
也
友
等
人
数
一
百
十

八
是
依
六
道
四
生
人
等
此
教
可
相
之
也
」

〔
ロ
〕
薬
師
寺
東
塔
檫
銘

「
維
清
原
宮
馭
宇
天
皇
即
位
八
年
庚
辰
之
歳
、
建
子
之
月
、
以
」
中
宮
不
悆
、

創
此
伽
藍
而
鋪
金
未
遂
、
龍
駕
」
騰
仙
、
大
上
天
皇
奉
遵
前
緒
、
遂
成
斯

業
…
（
以
下
略
）」

〔
ハ
〕
花
籠
銘
（
正
倉
院
御
物
）

・（
圓
形
花
籠
・
底
裏
墨
書
）「
中
宮
齋
會
花
莒　

天
平
勝
宝
七
歳
七
月
十
九

日　

東
大
寺
」

・（
方
形
花
籠
・
盖
身
縁
墨
書
）「
中
宮
齋
會
花
莒　

天
平
勝
宝
七
歳
七
月
十

九
日　

東
大
寺
」

右
の
文
の
う
ち
、〔
イ
〕〔
ロ
〕
の
例
は
人
称
と
し
て
の
「
中
宮
」
を
指
す
古
い

例
と
し
て
し
ば
し
ば
引
か
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
両
者
と
も
そ
の
文
章

に
は
多
く
の
議
論
が
あ
る
。〔
イ
〕
に
関
し
て
は
、
そ
の
刻
入
の
時
期
が
問
題

と
な
っ
て
い
る
。「
丙
寅
年
」
が
天
智
五
年
で
あ
る
こ
と
は
お
お
む
ね
定
説
と

な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
実
際
に
刻
入
さ
れ
た
時
期
に
つ
い
て
は
以
前
か
ら
多
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く
の
議
論
が
あ
り
、
近
年
も
論
争
が
あ
っ
た
。
ま
た
「
中
宮
」
に
つ
い
て
も
、

こ
れ
を
人
称
と
す
る
と
「
中
宮
天
皇
」
は
誰
を
指
す
の
か
に
つ
い
て
、
ま
た
「
中

宮
」
を
宮
号
と
し
た
場
合
の
文
章
解
釈
に
つ
い
て
も
多
く
の
論
考
が
発
表
さ
れ

て
い
て
、
確
定
が
い
ま
だ
困
難
な
状
況
に
あ
る�
。
本
稿
で
は
そ
の
刻
入
の
時
期

に
つ
い
て
は
持
統
天
皇
四
年
以
降
と
し�
、「
中
宮
」
に
つ
い
て
は
場
所
を
あ
ら

わ
す
も
の
と
考
え
て
お
き
た
い
。〔
ロ
〕
に
つ
い
て
も
多
く
の
議
論
が
あ
る
が
、

そ
の
制
作
年
代
に
つ
い
て
は
お
お
む
ね
文
武
天
皇
代
か
ら
聖
武
天
皇
の
天
平
末

年
頃
の
幅
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
を
薮
田
嘉
一
郎
の
説�
に

よ
っ
て
天
平
末
年
頃
の
制
作
と
ひ
と
ま
ず
推
定
し
て
お
く
。
し
か
し
、
こ
の
二

つ
の
金
石
文
の
制
作
時
期
に
つ
い
て
は
問
題
も
多
い
の
で
、
本
稿
に
お
い
て
は

立
論
の
根
拠
と
し
て
援
用
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。〔
ハ
〕
の
花
籠
の
墨

書
は
、
宮
子
の
一
周
忌
法
要
の
折
の
も
の
と
さ
れ
る
。
続
日
本
紀
に
一
周
忌
の

記
事
は
な
い
が
、
忌
日
七
月
十
九
日
は
続
日
本
紀
の
記
事
と
も
一
致
し
て
お
り
、

信
憑
性
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
墨
書
は
「
中
宮
」
を
宮
子
の
尊
称
と

し
て
用
い
て
い
る
た
め
、
人
称
と
し
て
の
「
中
宮
」
の
確
実
な
例
と
判
断
し
て

よ
い
だ
ろ
う
。

な
ぜ
、「
中
宮
」
は
人
称
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

中
宮
に
限
ら
ず
宮
号
を
人
称
の
尊
号
と
し
て
使
用
す
る
の
は
、
こ
れ
が
敬
避
表

現
で
あ
る
と
と
も
に
、
身
位
を
確
定
す
る
か
ら
で
あ
る
。
元
正
太
上
天
皇
ま
で

の
天
皇
の
血
を
引
く
「
中
宮
」
の
主
宰
者
は
、「
中
宮
」
の
宮
号
に
よ
っ
て
身

位
を
保
障
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
皇
室
の
血
を
引
か
ず
し
て
三
后

と
な
っ
た
者
に
は
、
宮
号
を
冠
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
権
威
を
整
え
、
そ
の
身
位

の
高
さ
を
保
障
す
る
必
要
が
生
じ
た
の
で
は
な
い
か
。

皇
后
に
皇
室
の
血
を
求
め
た
令
制
の
「
中
宮
」
は
、
元
正
太
上
天
皇
の
崩
御

に
よ
っ
て
ひ
と
つ
の
終
焉
を
迎
え
た
。
皇
室
の
血
を
引
く
「
中
宮
」
の
主
宰
者

が
い
な
く
な
っ
た
時
、「
中
宮
」
は
そ
の
意
味
の
変
化
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

宮
子
は
、
こ
の
変
化
の
潮
目
に
太
皇
太
后
と
な
っ
て
「
中
宮
」
で
「
崩
御
」
し
、

そ
の
一
周
忌
に
は
「
中
宮
」
と
呼
ば
れ
た
。

天
皇
臨
御
の
場
と
し
て
の
「
中
宮
」
は
、
元
正
太
上
天
皇
崩
御
と
と
も
に
姿

を
消
し
た
。
そ
し
て
人
称
―
身
位
の
称
と
し
て
の
「
中
宮
」
は
、
皇
族
の
血
を

引
か
な
い
太
皇
太
后
、
藤
原
宮
子
か
ら
始
ま
る
。

注
⑴　

以
後
、『
続
日
本
紀
』
の
用
例
の
調
査
は
『
続
日
本
紀
総
索
引
』（
高
科
書
店
、
一

九
九
二
年
）、『
続
日
本
紀
索
引
年
表
』（
新
日
本
古
典
文
学
大
系　

岩
波
書
店　

二

〇
〇
〇
年
）
に
よ
る
。
引
用
本
文
は
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系　

続
日
本
紀
一
～
五
』

（
岩
波
書
店　

一
九
八
九
～
一
九
九
八
）
に
よ
る
。

⑵　

例
�
の
「
令
皇
太
子
参
中
宮
」
は
、
場
所
と
し
て
も
解
釈
で
き
る
。
こ
こ
は
『
新

日
本
古
典
文
学
大
系　

続
日
本
紀
五
』
の
脚
注
の
解
釈
「
高
野
新
笠
」
に
よ
っ
た
。

こ
の
段
階
で
は
、「
中
宮
」
は
宮
と
そ
こ
に
居
住
す
る
人
の
双
方
を
指
す
と
考
え
ら

れ
る
。

⑶　

笹
山
晴
生
「
続
日
本
紀
と
古
代
の
史
書
」（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系　

続
日
本
紀

一
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
）
藤
原
継
縄
ら
、
菅
野
真
道
ら
の
上
表
文
は
、『
新

訂
増
補
国
史
大
系　

類
聚
国
史
』（
吉
川
弘
文
館　

昭
和
五
十
四
年
）
に
よ
る
。

⑷　
「
中
宮
供
養
院
」
は
、
臨
時
に
設
け
ら
れ
た
施
設
で
あ
る
と
す
る
説
が
現
在
有
力

で
あ
る
。（
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
『
平
城
宮
発
掘
調
査
報
告
�
』
一
九
九
一
年
、

『
新
日
本
古
典
文
学
大
系　

続
日
本
紀
二
』）

⑸　
「
朝
堂
」
―
「
朝
堂
院
」、「
太
政
官
」
―
「
太
政
官
院
」
な
ど
の
例
か
ら
推
測
で

き
る
。

⑹　
『
続
日
本
紀
』
天
平
元
年
八
月
、
九
月
、
天
平
二
年
正
月
条
。

⑺　

関
野
貞
「
平
城
京
及
大
内
裏
考
」（「
東
京
帝
国
大
学
紀
要
」
工
科
三
、
一
九
〇
七
）

⑻　
「
中
宮
」
比
定
の
研
究
史
に
つ
い
て
は
、
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
『
平
城
宮
発
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掘
調
査
報
告
�
』
一
九
九
一
年
、
同
『
平
城
宮
発
掘
調
査
報
告
�
』
一
九
九
三
年
、

仁
藤
敦
史
『
古
代
王
権
と
都
城
』（
第
四
章　

平
城
宮
の
中
宮
・
東
宮
・
西
宮
）
一

九
九
八
年
な
ど
に
詳
細
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

⑼　

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
『
平
城
宮
発
掘
調
査
報
告
Ⅱ
』
一
九
六
二
年
、
同
『
平

城
宮
発
掘
調
査
報
告
Ⅲ
』
一
九
六
三
年
、
同
『
平
城
宮
発
掘
調
査
報
告
Ⅺ
』
一
九
八

二
年
、
同
『
平
城
宮
発
掘
調
査
報
告
�
』、
仁
藤
敦
史　

注
⑷
前
掲
書
な
ど
。

⑽　

今
泉
隆
雄
『
古
代
宮
都
の
研
究
』（
第
一
章　

平
城
宮
大
極
殿
朝
堂
考
）
吉
川
弘

文
館
一
九
九
三
年
（
初
出
一
九
八
〇
年
）、
橋
本
義
則
『
古
代
宮
都
の
内
裏
構
造
』

吉
川
弘
文
館
二
〇
一
一
年
、
阿
部
義
平
『
日
本
古
代
都
城
制
と
城
柵
の
研
究
』（
第

三
章　

平
城
宮
中
枢
部
の
変
遷
）
吉
川
弘
文
館
二
〇
一
五
年
、
注
⑷
前
掲
報
告
書

『
平
城
宮
発
掘
調
査
報
告
�
』
な
ど
。

⑾　

今
泉
隆
雄
、
注
⑽
前
掲
書
。

⑿　

も
っ
と
も
、
中
宮
職
の
役
職
名
の
分
布
に
は
あ
る
程
度
の
バ
ラ
つ
き
も
認
め
ら
れ

る
。
巻
三
十
六
、
桓
武
天
皇
の
天
応
元
年
に
「
始
置
中
宮
職
」
と
あ
る
記
事
以
降
の

中
宮
職
官
名
の
現
れ
方
は
、
そ
れ
以
前
よ
り
も
は
る
か
に
多
い
。（
表
一
参
照
）

⒀　

令
文
は
、『
律
令
』（
日
本
思
想
大
系　

岩
波
書
店　

一
九
七
六
）
に
よ
る
。
解
釈

も
お
お
む
ね
同
書
に
よ
っ
た
。

⒁　

注
⒀
前
掲
書
。

⒂　
『
史
記　

蘇
秦
伝
』
に
「
皆
可
使
致
湯
沐
之
奉
」、『
礼
記　

王
制
』
に
「
方
伯
爲

朝
天
子
、
皆
有
湯
沐
之
邑
」
な
ど
。

⒃　
『
周
禮
正
義
』（
中
華
書
局
出
版
）
に
よ
る
。

⒄　
『
漢
書
』（
鼎
文
書
局
）
に
よ
る
。

⒅　
『
令
義
解
』
は
、『
譯
註
日
本
律
令
十　

令
義
解　

譯
註
篇
二
』（
東
京
堂
出
版　

平
成
元
年
）
に
よ
る
。

⒆　
「
皇
后
」
の
「
皇
族
の
血
」
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
、
中
川
ゆ
か
り
「
皇
后
磐
之

媛
の
死
―
日
本
書
紀
の
后
妃
記
述
の
手
法
―
」（『
萬
葉
集
研
究
』
第
三
十
五
集　

塙

書
房　

平
成
二
十
六
年
）
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
。

⒇　

阿
部
義
平
「
平
城
宮
の
内
裏
・
中
宮
・
西
宮
考
」（「
研
究
論
集
Ⅱ
」
奈
良
国
立
文

化
財
研
究
所
学
報　

第
二
十
三
冊　

昭
和
四
十
九
年
三
月
）

�　
『
万
葉
集
』
の
引
用
は
、『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

萬
葉
集
④
』（
小
学
館　

一
九
九
六
年
）
に
よ
っ
た
。

�　
『
校
本
萬
葉
集　

二
』（
岩
波
書
店
）

�　
『
西
本
願
寺
本
萬
葉
集
（
普
及
版
）
巻
第
一
』（
主
婦
の
友
社
、
お
う
ふ
う　

一
九

九
三
年
）
に
よ
る
。

�　
『
史
記
』（
大
申
書
局
）（
二
）
に
よ
る
。

�　
『
漢
書
』
天
文
志
「
中
宮
天
極
星
、
其
一
明
者
、
泰
一
之
常
居
也
」。　
（
注
⒄
『
漢

書
』
三
）

�　

津
田
左
右
吉
「
天
皇
考
」（
大
正
九
年
『
津
田
左
右
吉
全
集
』
第
三
巻
所
収
）

�　
「
天
皇
大
帝
」
と
「
天
皇
号
」
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
天
之
御
中
主
神
の

神
名
を
め
ぐ
っ
て
」（「
古
事
記
年
報
」
二
十
五　

昭
和
五
十
八
年
一
月
）
に
ま
と
め

た
。

�　

中
川
ゆ
か
り　

注
⒆
前
掲
書

�　
『
続
日
本
紀
』
天
平
勝
宝
六
年
七
月
の
記
事
に
宮
子
を
「
太
皇
太
后
」
と
し
て
い
る
。

�　

山
田
英
雄
「
中
宮
省
に
つ
い
て
」（『
続
日
本
紀
研
究
』
八
―
九　

昭
和
三
十
六
年

九
月
）。

�　
『
晋
書
』
天
文
志
に
「
中
宮　

北
極
五
星
、
鉤
陳
六
星
、
皆
在
紫
宮
中
。
北
極
、

北
辰
最
尊
者
也
、
…
。
紫
宮
垣
十
五
星
、
…
一
曰
紫
微
、
大
帝
之
坐
也
、
天
子
之
常

居
也
、
主
命
主
度
也
。」（
中
華
書
局
『
晋
書
』
第
二
冊
）
と
あ
る
。

�　

金
石
文
は
、
竹
内
理
三
編
『
寧
樂
遺
文　

下
巻
』（
東
京
堂
出
版　

昭
和
三
十
七

年
）
に
よ
る
。
た
だ
し
、
野
中
寺
弥
勒
菩
薩
造
像
記
の
問
題
と
さ
れ
る
文
字
に
つ
い

て
は
（　

）
で
挿
入
し
た
。

�　

野
中
寺
弥
勒
菩
薩
像
造
像
銘
に
つ
い
て
は
、
田
中
卓
「
中
天
皇
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」

（「
日
本
学
士
院
紀
要
」
九
―
二
）、
渡
辺
茂
「
古
代
君
主
の
称
号
に
関
す
る
二
、
三

の
試
論
」（「
史
流
」
八
号　

昭
和
四
十
二
年
）、
關
信
子
「
造
像
技
法
か
ら
み
た
野
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中
寺
弥
勒
菩
薩
半
跏
像
」（「
仏
教
芸
術
」
１
１
０
号　

昭
和
五
十
一
年
）、
坂
本
太

郎　

注
⒂
前
掲
論
文
、
東
野
治
之
『
正
倉
院
文
書
と
木
簡
の
研
究
』（
塙
書
房　

昭

和
五
十
二
年
）、
岩
佐
光
晴
「
野
中
寺
弥
勒
菩
薩
半
跏
像
に
つ
い
て
」（『
東
京
国
立

博
物
館
紀
要
』
二
七
号
、
平
成
四
年
）、
吉
野
美
穂
子
「
野
中
寺
弥
勒
像
銘
文
考
―

中
宮
天
皇
に
つ
い
て
―
」（『
博
物
館
学
年
報
』
三
〇
、
平
成
十
年
）、
東
野
治
之
「
野

中
寺
弥
勒
像
台
座
銘
の
再
検
討
」（『
国
語
と
国
文
学
』
七
七
―
一
一
、
二
〇
〇
〇
年
）、

麻
木
修
平
「
野
中
寺
弥
勒
菩
薩
半
跏
像
の
制
作
時
期
と
台
座
銘
文
」（『
佛
教
藝
術
』

二
五
六
号　

二
〇
〇
一
年
五
月
）、
東
野
治
之
「
野
中
寺
弥
勒
像
銘
文
再
説
―
麻
木

修
平
氏
の
批
判
に
接
し
て
―
」（『
佛
教
藝
術
』
二
五
八
号　

二
〇
〇
一
年
九
月
）、

麻
木
修
平
「
再
び
野
中
寺
弥
勒
菩
薩
像
台
座
銘
文
を
論
ず
―
東
野
治
之
氏
の
反
論
に

応
え
る
―
」（『
佛
教
藝
術
』
二
六
四
号　

二
〇
〇
二
年
）、
藤
岡
穣
「
野
中
寺
弥
勒

菩
薩
像
に
つ
い
て
―
蛍
光
Ⅹ
線
分
析
調
査
を
踏
ま
え
て
―
」（『M
U
SEU

M

』
六
四

九
号　

二
〇
一
四
年
）
な
ど
多
数
。

�　

東
野
治
之
『
正
倉
院
文
書
と
木
簡
の
研
究
』（
塙
書
房　

昭
和
五
十
二
年
）

�　

薮
田
嘉
一
郎
「
薬
師
寺
東
塔
銘
」（『
上
代
金
石
文
叢
考
』
河
原
書
店　

一
九
四
九

年
）

受　

贈　

雑　

誌
（
二
）

学
習
院
大
学
大
学
院
日
本
語
日
本
文�

学
習
院
大
学
大
学
院
人
文
科
学
研
究

学�

科
日
本
語
日
本
文
学
専
攻

学
大
国
文�

大
阪
教
育
大
学
国
語
教
育
講
座
・
日

�

本
ア
ジ
ア
言
語
文
化
講
座

学
燈�

丸
善

金
沢
大
学
国
語
国
文�

金
沢
大
学
国
語
国
文
学
会

か
ほ
よ
と
り�

武
庫
川
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究

�

科
・
日
本
語
日
本
文
学
専
攻
院
生
研

�

究
会

岐
阜
聖
徳
学
園
大
学
国
語
国
文
学�

岐
阜
聖
徳
学
園
大
学
国
語
国
文
学
会

京
都
教
育
大
学
国
文
学
会
誌�

京
都
教
育
大
学
国
文
学
会

京
都
大
学
國
文
學
論
叢�

京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
国
語

�

学
国
文
学
研
究
室

キ
リ
ス
ト
教
文
学
研
究�

日
本
キ
リ
ス
ト
教
文
学
会

金
城
日
本
語
日
本
文
化�

金
城
学
院
大
学
日
本
語
日
本
文
化
学

�

会

近
代�

神
戸
大
学
「
近
代
」
発
行
会

群
馬
県
立
女
子
大
学
国
文
学
研
究�

群
馬
県
立
女
子
大
学
国
語
国
文
学
会

藝
文
研
究�

慶
應
義
塾
大
学
芸
文
学
会

言
語
表
現
研
究�

兵
庫
教
育
大
学
言
語
表
現
学
会

神
女
大
国
文�

神
戸
女
子
大
学
国
文
学
会


